
⽇本⿇酔科学会 ⿇酔関連業務における特定⾏為研修修了看護師の安全管理指針  
 
指針作成の⽬的 

本指針は特定⾏為研修修了看護師、各種団体（組織）が認定する診療看護師、認定看護師
ならびに医師を対象とし、⼿術室における⿇酔関連業務の特定⾏為を実施するのに必要な、
医療安全の確保を⽬的とする。 
 
基本的な考え⽅ 
 本指針は⽇本⿇酔科学会 ⿇酔科認定病院を対象としている。すなわち⿇酔科（部⾨）の
責任者は⿇酔部⾨の⻑であり、常勤の学会専⾨医、または学会指導医、または学会認定医を
持つ機構専⾨医である施設を対象としている。 
「特定⾏為に係る看護師の研修制度」は「チーム医療の推進に関する検討会」の報告書（平
成 22 年 3 ⽉）を受け本格的に議論が始まり、医療介護総合確保推進法（平成 26 年 6 ⽉ 25
⽇施⾏）において保健師助産師看護師法が改正され、地域包括ケア推進（地域医療構想）の
⼀環として平成 27 年 10 ⽉より開始された。平成 31 年 4 ⽉に研修制度が⾒直され、医師の
働き⽅改⾰を遂⾏するための、すなわち急性期医療におけるタスク・シフト/シェアの担い
⼿としての役割が期待されるようになった。令和元年 10 ⽉より領域別パッケージ研修が導
⼊された。 
 「術中⿇酔管理領域」パッケージは、特定⾏為の中で術中⿇酔管理に関連した特定⾏為を
⼀括に学ぶ研修である。特定⾏為研修には、術中⿇酔管理に必要な⿇酔薬、筋弛緩薬、⿇薬
などの薬理学や⽣理学に関する研修は含まれていないため、「術中⿇酔管理領域」パッケー
ジ研修を修了したとしても、術中⿇酔管理すべてを担うための研修にはなっていない。すな
わち「術中⿇酔管理領域」パッケージ研修を含む、⿇酔関連業務に関係する特定⾏為研修を
修了しただけでは、安全で質の⾼い⿇酔管理を実践することは不⼗分である。しかしながら、
保健師助産師看護師法で規定された特定⾏為研修修了看護師の業務範囲を理解せずに、特
定⾏為研修修了看護師に対し不適切な「診療の補助」の指⽰にて術中⿇酔管理業務を担わせ
る事例が学会に問い合わせとして届いている。 

本指針は特定⾏為研修修了看護師の業務範囲を明確にし、国⺠・患者が望む安全で質の⾼
い⿇酔管理や周術期管理を実践するために必要な、特定⾏為研修修了看護師の働き⽅に関
する安全管理体制を構築することを⽬的とする。 

本指針は令和 5 年 3 ⽉時点において策定されたものであり、⼀定期間を経た後に⾒直さ
れるのが望ましい。 
 
 
 
 



指針の述語表現について 
 指針の述語表現には、主として「…であること」、「推奨する」、「望ましい」という三段階
の表現を⽤いた。⽇本⿇酔科学会⿇酔科認定病院として必要最低限な推奨事項には、「…で
あること」といった断定的表現を⽤いた。必須ではないが患者の安全性や医療の質などを確
保するために強く望まれる条件には「推奨する」という表現を⽤い、それぞれの施設の事情
が許す限り備えるべき条件とした。また、患者の安全性や診療の質などを確保するためにで
きる限り実施すべきであるが、種々の理由により実現困難な条件が想定される場合には「望
ましい」とした。 
 
⽤語の定義 
⿇酔科専⾨医 
 本指針で⽤いる⿇酔科専⾨医とは、⽇本⿇酔科学会⿇酔科専⾨医（または指導医）、もし
くは⽇本専⾨医機構認定⿇酔科専⾨医とする。 
 
特定⾏為研修修了看護師 

特定⾏為には 38 ⾏為 21 区分あり、そのいずれかを厚⽣労働⼤⾂が指定する指定研修機
関において、研修を修了すると特定⾏為研修を修了した看護師となる。特定⾏為研修を修了
した看護師と偏に⾔っても、実施可能な業務範囲は、個々⼈が修了した研修区分により⼤き
く異なる。本安全管理指針では、「術中⿇酔管理領域パッケージ」、もしくは「呼吸器（気道
確保に係るもの）関連」「呼吸器（⼈⼯呼吸療法に係るもの） 関連」「動脈⾎液ガス分析関
連」「栄養及び⽔分管理に係る薬剤投与関連」「術 後疼痛管理関連」「循環動態に係る薬剤投
与関連」の６区分全ての研修を修了し、⿇酔関連業務において医師の⼀部の⾏為を⼿順書に
て実施する看護師を特定⾏為研修修了看護師とする。 
 
まとめ 

⿇酔科の診療は正常な⽣体反応の抑制をともなう命と隣り合わせの医療の総称であり、
⾼度な判断を要し、医師が実施するレベルの医⾏為である。特定⾏為に定められた医⾏為に
は⿇酔管理に必要不可⽋な履修内容がふくまれていないため、「術中⿇酔管理領域」のパッ
ケージ研修であっても術中⿇酔管理すべてを担うことや、国⺠・患者が望む安全で質の⾼い
⿇酔管理や周術期管理を実践することはできない。 

このため、本学会では特定⾏為研修修了看護師が、術中⿇酔管理の⼀部の医⾏為の補助だ
けでなく、看護師として⼗分な能⼒を有する周術期チームの⼀員として活躍できるような
特定⾏為研修を推進する。 



⿇酔関連業務における特定⾏為研修修了看護師の安全管理指針 
 
A）運⽤体制 
 
１．⼿術室における管理・責任体制 
 
１）部署における責任者の配置 
①特定⾏為実施に関する責任者を配置および明⽰すること。 
②特定⾏為実施に関する責任者は、常勤⿇酔科専⾨医であること。 
 
２）特定⾏為研修修了看護師の役割 
①指揮系統を明確にし、責任者のもとで特定⾏為を実施すること。 
②⼿順書を発⾏した常勤⿇酔科専⾨医が実施する⿇酔症例において特定⾏為を⾏うこと。
もしくは⿇酔管理料 II の施設基準をみたす施設において、⿇酔科標榜医の資格をもつ医師
が実施する⿇酔症例において特定⾏為を⾏うこと。 
③⼿順書に⽰された指⽰の範囲内で⾏うこと。 
④同時に複数の⿇酔症例の特定⾏為を⾏わないこと。 
⑤施⾏した「診療の補助」は診療録に記載すること。 
 
３）医師の役割 
①特定⾏為に関する指⽰は、常勤⿇酔科専⾨医の責任で⾏うこと。⿇酔管理料 II の施設基
準をみたす施設において、⿇酔科標榜医の資格をもつ医師が実施する⿇酔症例において
は、責任者が、特定⾏為に関する指⽰を⾏うこと。 
②特定⾏為研修修了看護師が⿇酔看視を⾏う際には、特定⾏為研修修了看護師 1 名につ
き、1 名の常勤⿇酔科専⾨医、もしくは⿇酔管理料 II の施設基準をみたす施設において、
1 名の⿇酔科標榜医の資格をもつ医師と実施すること。   
③責任者は、⿇酔科医に、同時に複数の看護師に術中⿇酔看視させないこと。 
④責任者は⼀⼈の特定⾏為研修修了看護師に、同時に複数症例の術中⿇酔看視や特定⾏為
を実施させないこと。 
⑤指⽰を⾏う医師は、特定⾏為の⼿順書を⼗分に理解していること。また特定⾏為研修修
了看護師の研修修了⾏為、知識や技能を把握したうえで、⼿順書による指⽰を⾏なうこ
と。 
⑥指⽰を⾏う医師は、看護師に⿇酔導⼊、覚醒、硬膜外⿇酔、脊髄くも膜下⿇酔、神経ブ
ロックをさせないこと。 
⑦⿇酔科医が⼿順書による指⽰を出す際に、診療科医師など患者ごとに係わる診療責任者
を明確にし、円滑な指⽰・報告・相談のできる連絡体制を整えておくこと。 



⓼⿇酔科医は特定⾏為研修修了看護師が⿇酔業務に係ることを、患者診療科担当医に伝え
ること。 
 
４）チーム医療 
①チーム医療を推進するために、特定⾏為研修修了看護師は関係職種と互いに連携・補完
し合い、患者の状況に的確に対応した医療を提供すること。 
②チーム医療を⾏う際には、責任者となる⿇酔科医の所在を明らかにすること。 
 
２．部⾨との連携（院内連携） 
 
１）特定⾏為業務管理委員会との連携                                 

特定⾏為研修修了看護師が、⿇酔関連業務における特定⾏為を安全に実践できる体制の
整備を図るため、特定⾏為業務管理委員会を設置すること。特定⾏為業務管理委員会で
は、特定⾏為実施前の知識・技能の確認、特定⾏為実施前後の⼿順書の妥当性検証、特定
⾏為実施に係る症例や安全性に関する検討を⾏うこと。周術期の特定⾏為の実施を推進し
ていくために、各診療科、看護部、各診療部⾨ならびに特定⾏為業務管理委員会との連携
を明確にしておくこと。 
 
２）医療安全部⾨との連携 
 ⿇酔科と⼿術部⾨の医療安全推進者（セーフティマネージャーなど）を中⼼に、医療安
全部⾨と連携して、⼿術室や病棟での特定⾏為に関する医療安全の向上に努めること。 
 
３）有害事象発⽣時の対応 
①有害事象が発⽣した場合には、各施設の安全対策マニュアルに従って⾏動すること。 
②特定⾏為に関わるレベル 3b 以上のインシデント、アクシデントは⽇本⿇酔科学会、関
連学会、関連団体への報告を⾏うことを推奨する。 
 
３．患者中⼼の医療 
 
１）説明と同意 
①⼿術室における特定⾏為の実施に関して、包括的に説明を⾏うこと。 
②⿇酔説明書に特定⾏為研修修了看護師が実施する⾏為を明記し，患者に説明し同意を得
ること。特に侵襲性の⾼い⾏為については個別に説明し、同意書に記載すること。 
③特定⾏為に対して、患者がいつでも不同意の意思表⽰をできるようにすること。 
 
２）倫理的配慮 



 ⾏為の実施にあたっては、倫理⾯に⼗分配慮すること。倫理的問題が発⽣するもしくは
発⽣する可能性がある場合は、あらかじめ院内倫理委員会の承認を得ること。事前に⼗分
な説明と同意が取得できない緊急⼿術患者などに対しては、特定⾏為実施に係る⽅針につ
いて事前に協議しておくこと。 
 
B）質・安全の確保 
 
１．⼿順書 
 
１）⼿順書 
 特定⾏為の実施に係る医療者は、包括的指⽰と具体的指⽰の違いを理解しておくこと。
包括的指⽰は、医師が患者の病態の変化を予測し、その範囲内で看護師が実施すべき⾏為
について⼀括して出す指⽰を指す。⼿順書は包括的指⽰の⼀つであり、特定⾏為を研修し
た看護師のみが使⽤できる。 
 
２）⼿順書の在り⽅と運⽤ 
①⼿順書の作成にあたっては、⼿順書による特定⾏為をよく理解した⿇酔科専⾨医が関与
することを原則とし、必要に応じて特定⾏為研修修了看護師等と連携すること。 
②特定⾏為を⾏う部署（⼿術室もしくは病棟）ごとに、個別に⼿順書を作成すること。 
③特定⾏為を実施する看護師の実践的な理解⼒、思考⼒および判断⼒ならびに専⾨的な技
能を勘案し作成すること。 
④また同⼀患者であっても、業務上、医師や特定⾏為研修修了看護師が交代する場合、⼿
順書の再発⾏もしくは⼿順書について再確認し必要に応じ修正すること。 
⑤医師は対象患者の状態に応じ、具体的指⽰やプロトコールを別途提⽰すること。 
⑥⼿順書は定期的に⾒直すこと。 
⑦特定⾏為の対象患者、実施内容ならびに⼿順書の妥当性を検証する機会を定期的に設け
ること。 
 
２．特定⾏為研修修了看護師の業務範囲 
①特定⾏為研修修了看護師は、研修を修了した特定⾏為のみ⼿順書による特定⾏為を実施
できる。 
②看護師は、全⾝⿇酔の導⼊、⿇酔の覚醒は⾏わないこと。 
③看護師は、硬膜外⿇酔、脊髄くも膜下⿇酔、神経ブロックは⾏わないこと。  
④⿇酔を担当する医師の⼀部の医⾏為を特定⾏為研修修了看護師が実施する際には、特定
⾏為研修修了看護師 1 名はその症例の⿇酔関連業務に専従し、他の看護業務を⾏わないこ
と。やむをえず専従できなくなった場合は、実施⿇酔科医に引き継ぐこと。 



⑤特定⾏為研修修了看護師が、同時に複数患者の術中⿇酔看視に関わらないこと。 
⑥術後疼痛管理を病棟にて⾏う際には、病棟看護師や主治医との連携を明確にすること。 
 
３．記録 
 
１）特定⾏為実施についての記録 
①特定⾏為実施後は、速やかに⿇酔記録もしくは診療記録に残すこと。 
②実施された特定⾏為の指⽰受けした看護師、実施した看護師がわかるように診療録に記
録すること。 
③⼿順書で対応可能な範囲を逸脱した場合や担当医師への報告事項に関して明確に記録す
ること。 
 
２）特定⾏為の記録についての質的点検 
①特定⾏為診療録については担当部署が個別に監査を⾏うこと。 
②病院における診療録監査関連の委員会ならびに特定⾏為業務管理委員会と協議して、監
査体制を整えること。 
③監査により明らかとなった課題を共有し、それに基づいて記載すべき内容を修正するこ
とを推奨する。 
 
４．情報伝達 
 
１）職種間の情報伝達 
①特定⾏為研修修了看護師へ確実な情報伝達を可能にする仕組みをつくること 
②特定⾏為研修修了看護師は、術前診察医師と担当症例の情報共有を⾏うこと。必要に応
じて術前診察に⽴ち会うことが望ましい。 
③特定⾏為研修修了看護師は、関わる症例の術前カンファレンスに加わることが望まし
い。 
④情報伝達エラーの防⽌対策を検討し、実践すること。 
⑤特定の記載様式にて診療録上に記載すること。 
 
２）指⽰出し・指⽰受け 
①特定⾏為の指⽰出し、指⽰受け、実施確認、記録の⼿順を検討し、実施すること。 
②特定⾏為に含まれない薬剤投与などの具体的指⽰の伝達を、正確にするための指⽰書を
整備すること。 
 
５．医療機器の安全使⽤ 



１）教育・研修 
①特定⾏為研修修了看護師が使⽤する医療機器について、医療機器安全管理責任者の主導
する教育・研修が実施されること。 
②新規購⼊機器に関する説明会・勉強会は迅速に⾏なうこと。 
 
２）医療機器の使⽤ 
①特定⾏為研修修了看護師は使⽤する医療機器について⼗分理解した上で特定⾏為を実施
すること。 
②特定⾏為研修修了看護師が使⽤しうる医療機器の使⽤マニュアルを作成すること。 
 
３）設定条件の確認と伝達 
①特定⾏為研修修了看護師は、特定⾏為を⾏う上で必要なモニタリングが⾏われているこ
とを常に確認すること。 
②機器の設定条件変更時は、速やかに⿇酔記録もしくは診療録に確実に記録すること。ま
た、設定条件の変更項⽬は明確に伝達すること。 
③医師からの指⽰による設定条件の変更が、確実に実⾏されたか確認できる仕組みを作る
（構築する）こと。 
④機器の設定条件や変更を確実に引継ぐ⼿順を整備すること。 
 
４）安全管理 
①⿇酔器、⽣体モニターなど始業点検を遵守する。 
②緊急時の対応についてシミュレーションを定期的に⾏うこと。 
③機器の不具合が発⾒された場合の緊急連絡先について明記すること。 
 
６．薬剤の安全使⽤ 
 
１）薬剤の使⽤ 
①⼿順書に記載された薬剤は、事前に医師、薬剤師と使⽤マニュアルを作成すること。⿇
酔薬および⿇酔関連薬使⽤ガイドラインを参考とする。 
②薬剤名、投与経路、濃度、投与量の指⽰は明確に記載すること。 
 
２）誤認防⽌の取組み 
①各施設での薬剤投与に関する安全管理マニュアル等を遵守すること。 
②薬剤を投与する際には、対象患者、薬剤（種類・規格・濃度）、投与⽬的、投与量、投
与経路、時間・投与速度をふまえ、所定の確認⼿順を経た上で投与すること。 
③患者に投与されている医薬品の投薬状況を医療従事者間で共有し、適切に引き継ぎを⾏



うこと。 
 
３）特定⾏為に含まれない薬剤、投与⽅法 
①特定⾏為に含まれない薬剤、投与⽅法に関しては特定⾏為とは別の包括的指⽰や具体的
指⽰が必要である。 
②吸⼊⿇酔薬、静脈⿇酔薬、⿇薬ならびに筋弛緩薬の投与や、投与量・投与速度の変更は
特定⾏為に含まれない。 
③循環作動薬の単回（ワンショット）投与は特定⾏為に含まれない。 
 
７．感染制御 
 適切な感染制御⼿順：所属施設の医療関連感染対策に関する各種指針等に則り、⼗分な
感染制御、感染予防の⼿段を講じること。 
 
C）質改善にむけた取り組み 
 
１．システムの定期的な⾒直し 
 
１）⼿順書やプロトコールの評価と⾒直し 
①⼿順書は、少なくとも年に⼀回、定期的に評価し必要に応じて改訂すること。 
②これらの⾒直しは、⿇酔科医や⼿術部⾨の責任者、看護管理者、ならびに関連職種が関
与した特定⾏為業務管理委員会により⾏われること。 
 
２）現場の安全向上の取り組み 
①⼿術部⾨ならびに⿇酔科の責任者および医療安全推進者（リスクマネージャーなど）
は、特定⾏為が安全に実施できる環境作りに努めること 
②関連するインシデント報告等を確認し、関係者と連携して分析のうえ再発防⽌に努める
こと。 
③必要に応じ外部委員を含む医療安全管理部⾨や関連委員会と連携すること。 
 
２．個⼈の評価と能⼒開発 
 
１）継続的な評価 
①特定⾏為研修修了看護師は実務に携わる前に、医師による知識や技能の確認が⾏われる
こと。 
②特定⾏為業務管理委員会もしくは⼿術室の業務を管理する委員会等により、特定⾏為研
修修了看護師の知識や技能の継続的な評価が⾏われること。 



 
２）学習機会の設置 
①特定⾏為研修修了看護師は、知識や技能の向上のため、継続的に⾃⼰啓発を⾏なうこ
と。定期的に⿇酔科学会の周術期管理チームの講習会を受講することが望ましい。 
②各施設は、業務に必要な知識と技術に関する教育研修プログラムを整備すること。ま
た、特定⾏為研修修了看護師の学術集会や各種研修会等への参加に配慮することが望まし
い。 
③各施設は、関連する学術集会や院内外で実施される各種研修会等への参加に配慮するこ
とが望ましい。 
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